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重 要 事 項 説 明 書 

（短期入所生活介護サービス） 

 

あなたに対する短期入所生活介護サービス提供開始にあたり、大阪市条例に基づいて、当事業

者があなたに説明すべき事項は次のとおりです。 

運営規程に下記の目的及び基本方針が規定されています。 

 

（事業の目的） 

第1条 社会福祉法人
恩賜

財団済生会支部大阪府済生会泉尾特別養護老人ホーム大正園が併設する老

人短期入所事業大正園（以下「事業所」という。）が行う指定短期入所生活介護（以下「事業」とい

う。）の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談

員、看護職員又は介護職員、医師、栄養士、機能訓練指導員及び調理員その他の従業者（以下

「生活相談員等」という。）が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な短期入所生活介護サービス

を提供することを目的とする。 

 

（運営方針） 

第２条 指定短期入所生活介護サービスの提供にあたって、事業所の生活相談員等は、要介護者

の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、

排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、要介護者の心

身機能維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。 

２ 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の

保健・医療・福祉サービスとの連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

 

1 開設者の情報 

名称 社会福祉法人恩賜

財団
済生会支部大阪府済生会 

住所 〒542-0012 大阪市中央区谷町 7 丁目 4 番 15 号 

電話番号 ０６－６７６３－０２５７ 

ＦＡＸ番号 ０６－６７６３－０２５０ 

代表者の氏名 三嶋 理晃 

設立年月日 明治４４年５月３０日 

 

２ 事業所の概要 

   社会福祉法人恩賜
財団済生会支部大阪府済生会 老人短期入所事業大正園（大正園併設） 

建物 

名称 泉尾特別養護老人ホーム 大正園 

構造 鉄筋コンクリート造 3階建 

延べ床面積 3,270.40㎡ 

利用定員 108名[含短期入所（8床）] 
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（１）居 室 

居室の種類 室 数 面 積 １人あたり面積 

１人部屋 8室        78.32㎡             9.79㎡ 

４人部屋 25室        825.00㎡            8.25㎡ 

計 33室       903.32㎡            8.41㎡ 

(２)主な設備 

設備の種類 室 数 面 積 1人あたりの面積 

食堂､デイルーム 2室      144.6㎡       1.45㎡ 

機能訓練室 1室     38.94㎡      0.39㎡ 

一般浴室 1室     69.30㎡  

機械浴室 1室 
85.14㎡ 

(特殊浴槽)   2台 

 

医務室 1室          42.90㎡  

 

3 職員の勤務体制                                   (令和７年７月１日現在) 

従業者の職種 指定基準 
実員数(常勤換算) 

勤務体制 休暇 
常勤 非常勤 

施設長 １名 １名 ０名   正規の勤務時間帯（９：００～１８：００）常勤で勤務  

 

 

 

 

 

年間 

１１０日 

ｏｒ 

１６２日 

生活相談員 ２名 ２名 ０.６名 

  正規の勤務時間帯（９：３０～１８：３０）常勤で勤務 

 入所者の処遇・生活相談に関する業務を行いま

す。 

介護職員 

介護補助 

３６名 

（内、看護

職員が３

名以上）     

２８名 １０名 

Ａ勤（９：３０～１８：３０） 

Ｂ２勤(２１：００～７：３０) B１０勤（２０：００～８：３０） 

Ｃ勤（７：４５～１６：４５） 

Ｃ２勤(７：２５～１６：２５) Ｃ１０勤（８：００～１９：００） 

Ｄ勤（１０：３０～１９：３０） 

Ｄ２勤(１２：０５～２１：０５) Ｄ１０勤（１０：００～２１：００） 

Ｆ勤（９：００～１８：００）  

G 勤（８：３０～１７：３０） 

上記の時間帯で複数勤務 

入所者の自立支援及び日常生活での入浴 排泄  

食事等の介護・支援に関する業務を行います。 

看護職員 ５名 ２名 

   Ａ勤（９：００～１８：００）  

   Ｂ勤（１６：３０～９：３０） 

 Ｃ勤（８：００～１７：００） 

Ｄ勤（１０：００～1９：００）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  上記の時間帯で複数勤務 

入所者の健康の状況に注意し医師の指示の元、

看護業務・保健衛生に関する業務を行います。 

機能訓練指導

員 
１名 １名 ０.７名 

Ａ勤（９：００～１８：００） （９：３０～１８：３０） 

日常生活を営むのに必要な機能を回復しその減

退を防止します。  



- 3 - 

介護支援専

門員 

１名 １名 ０名 

  Ａ勤（９：３０～１８：３０） 

施設サービス計画書の作成とその実施状況の把

握を行います。 

管理栄養士 １名 １名 ０名 

  勤務時間帯（９：３０～１８：３０） 

給食計画・栄養計画などに関する業務を行いま 

す。 

事務員 必要数 必要数 必要数 

Ａ勤（９：３０～１８：３０） 

Ｆ勤（９：００～１８：００）  

Ｇ勤（８：３０～１７：３０） 

上記の時間帯で複数勤務 

 

医  師 必要数 必要数 必要数 

毎月、循環器内科、消化器内科、腎臓内科、精神

神経科医より健康管理と療養上の指導を行いま

す。 

 

調理員(委

託) 
必要数 必要数 必要数 

 給食計画に基づき調理を行います。  

清掃(委託) 必要数 必要数 必要数 ３名(８：００～１１：００) (８：００～１４：００)  

 

４ 短期入所生活介護サービスの概要 

(1) 介護保険給付サービス 

種  類 内            容 

 

 

食  事 

・管理栄養士の立てる献立表により、栄養と利用者の身体状況に配慮したバラエティに

富んだ食事を提供します。 

・食事はできるだけ離床して食堂で摂っていただけるように配慮しています。 

※日々の体調や本人の希望を考慮し対応いたします。 

（食事時間）朝食 ７：００～９：３０  昼食 １１：００～１４：００  夕食 １７：３０～１９：３０    

排  泄 
・利用者の心身の状況に応じて適切な排泄介助を行うと共に、排泄の自立についても

適切な援助を行います。 

入  浴 
・週２回の入浴または清拭を行います。 

・寝たきり等で座位のとれない方は、機械を用いての入浴も可能です。 

送  迎 

・通常の送迎の実施地域は、大阪市大正区の近隣区域とします。 

・通常の送迎の実施地域を越えて行う送迎の場合は、実施地域を越えた地点から自宅

までについて、以下の通り徴収させていただきます。 

５ｋｍ未満 ３００円/回     ５ｋｍ以上 ５００円/回 

機能訓練 ・身体機能の低下を防止するよう日常生活における身体運動を実施します。 

 

健康管理 

・緊急等必要な場合には主治医あるいは協力医療機関等に責任をもって引継ぎます。 

・利用者が協力医療機関に通院する場合は、その介添えについてできるだけ配慮しま

す。 

相談及び援助 

・当事業所は、利用者およびそのご家族からの相談についても誠意をもって応じ、可能

な限り必要な援助を行うよう努めます。 

 （相談窓口）生活相談員  

社会生活上の 

便宜 

・当事業所では、必要な教養娯楽設備を整えるとともに、施設での生活を実りあるもの

とするため、適宜レクリエーション行事を企画します。 
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・主な教養娯楽・クラブ活動（カラオケ、手芸・工作、書道など） 

・主なレクリエーション行事  別に定める施設行事計画のとおり 

・行政機関に対する手続きが必要な場合には、利用者及びご家族の状況によっては、

代わりに行います。 

(2) 介護保険給付外サービス 

サービスの種別 内     容 

理髪・美容 ・訪問カットサービスを有料にて行っております。 

 

５ 利用料 

（１） 介護サービス利用料金 （単位：円） 

多床室の１割負担 

要介護度 金額 

＋ 

 居住費 食費 

＝ １日の

利用料 

要介護１ 約８５４円 第１段階 ０円 ３００円 

要介護２ 約９３９円 第２段階 ４３０円 ６００円 

要介護３ 約１，０２９円 第３段階① ４３０円 １，０００円 

要介護４ 約１，１１５円 第３段階② ４３０円 １，３００円 

要介護５ 約１，１９８円  第４段階 ９１５円 １，５５８円  

 

従来型個室の１割負担 

要介護度 金額 

＋ 

 居住費 食費 

＝ １日の

利用料 

要介護１ 約８５４円 第１段階 ３２０円 ３００円 

要介護２ 約９３９円 第２段階 ４８０円 ６００円 

要介護３ 約１，０２９円 第３段階① ８８０円 １，０００円 

要介護４ 約１，１１５円 第３段階② ８８０円 １，３００円 

要介護５ 約１，１９８円  第４段階 １，２３１円 １，５５８円  

 

＊ １割負担には機能訓練体制加算【約 13 円】、看護体制加算（Ⅲ）【約 13円】、看護体制加算

（Ⅳ）【約 25円】、夜間職員配置加算（Ⅲ）【約 17円】、サービス提供体制強化加算（Ⅰ）1【約 24

円】生産性向上推進加算【約 11円】、 介護職員処遇改善加算（Ⅰ) 【総単位数の 14.0％】を算

定しています。 

＊ ２割もしくは３割負担の場合は、介護サービス費１割負担分の２倍もしくは３倍の金額になりま

す。 

＊ 要介護度・居住費・食費の金額は、市町村発行の認定証により決定されます。 

＊ 負担割合は、市町村発行の負担割合証により決定されます。 

＊ 利用料金は、介護給付費体系の変更があった場合、変更となります。 

＊ 介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により給付制限をされている場合は、一旦利用料

金の全額を頂き、領収書とサービス提供証明書を発行いたします。 

それらを介護保険証記載の市区町村の介護保険担当へ提出しますと償還払い等を受けること

ができます。但し、未納期間により給付に差異が生じますのでご注意ください。また、保険料を滞

納した場合、事業者は利用者に対し介護サービスの提供をお断りする場合がありますのでくれぐ

れもご注意ください。 
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◎ 一定の条件により、利用料（１割負担）に加算される費用【２割負担は２倍、３割負担は３倍】 

項  目 日 額 
該

当 
内          容 

送迎加算 
約２０１円

（片道） 
 

送迎を希望される場合、ご自宅前まで送迎を実施しま

す。 

療養食加算 
一食あたり

約９円 
 

利用者の病状等に応じて、配置医師より利用者に対し

疾患治療の直接手段として発行された食事せんに基づ

き、療養食が提供された場合。（一日３回まで） 

医療連携強化加算 約６４円  

医療面において重度な利用者を対象に、看護職員によ

る定期的な巡視や、緊急やむを得ない場合の対応に

係る取り決めを事前に行うなどの要件を満たした場合。 

看取り連携体制加算 約７０円  

看取り期の利用者を対象にレスパイト機能を果たしつ

つ、看護職員の体制確保や対応方針を定め、サービス

を行った場合。（死亡日及び死亡日以前 30日以下につ

いて、７日を限度） 

口腔連携強化加算 約５５円  

口腔の健康状態の評価を実施した場合、利用者の同

意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、

評価の結果を情報提供した場合。（１月に１回） 

長期利用者に対し

て短期入所生活介

護を提供する場合 

△約３３円  
連続して３０日を超えて同一の指定短期入所生活介護

事業所に入所している場合。 

 （２）法定給付 

・介護報酬の告示上の額です。 

   短期入所生活介護サービス費の１割～３割と食費、居住費の合算額です。 

・詳細は料金表に記載の通りです。 

但し、保険料の滞納等により給付制限された場合は一旦利用料金の全額をいただき

領収書とサービス提供証明書を発行いたします。 

    その領収書とサービス提供証明書を介護保険証記載の市区町村の介護保険係に

提出しますと償還払い等を受ける事が出来ますが、①１年以上滞納の場合、②１年６

ヶ月以上滞納の場合、③２年以上滞納の場合で内容が異なりますのでご注意くださ

い。 

    また、保険料を滞納した場合、事業者は利用者に対し介護サービスの提供をお断り

する場合がありますのでくれぐれもご注意ください。 
 

（３）それ以外の給付 

区   分 利   用   料 

食事の提供費 

・朝食２８８円、昼食６８０円、夕食５９０円となります。 

但し、介護保険負担限度額の認定を受けている場合、その認定証に記載さ

れた金額が一日あたりの料金となります。その金額に満たない場合は実費

となります。その際は朝食２７５円、昼食６３０円、夕食５４０円となります。 

※経管栄養の方について 

１日３回の場合－１回目 ５２０円 ２、３回目 ５１９円 

１日２回の場合－１回につき７７９円 

但し、介護保険負担限度額の認定を受けている場合、その認定証に記載さ

れた金額が一日あたりの料金となります。その金額に満たない場合は実費
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となります。 

その際の金額は以下。 

１日３回の場合－１、２回目 ４８２円 ３回目 ４８１円 

１日２回の場合－１回目 ７２３円 ２回目 ７２２円 

・普段お使いのものを持参して頂く方は、料金はかかりません。 

滞在費用 

・多床室 日額９１５円 

・従来型個室 日額１,２３１円 

但し、介護保険負担限度額の認定を受けている場合、その認定証に記載さ

れた金額が一日あたりの料金となります。 

（４）入所者の選定により提供するもの 

区   分 利  用  料 

特別な食事 ・要した費用の実費（別途消費税要） 

日常生活に要する 

費用で本人に負担いただくこと

が適当であるもの（実費） 

・喫茶コーナー利用代金 

・日常生活品の購入代金 

（５）その他の費用の額を変更する際の手続き 

  上記に定める利用料については、経済状況の著しい変化やその他やむを得ない事由がある

場合、利用者に対して変更を行う日の２週間前までに説明を行い、当該利用料を相当額に変

更します。 

（６）利用料のお支払い方法 

届出口座からＭＢＳ（明治安田収納ビジネスサービス株式会社）を通じて自動引き落としを行わ

せて頂きます。毎月１０日以降に前月分の請求書を発行しますので、その月の２７日に引き落と

し確認後、領収書を交付させていただきます。 

 

６ 介護サービス情報の公表・・・・・インターネットにて閲覧ください。 

    介護サービス情報公表システム      http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/ 

 

７ 協力医療機関 

医療機関の名称 大阪府済生会 泉尾病院 

院長名 平居 啓治 

所在地 大阪市大正区北村３丁目４番５号 

電話番号 ０６－６５５２－００９１ 

診療科 

総合内科､消化器内科､循環器内科､糖尿病・内分泌科、腎臓内科、小児科 

外科・消化器外科､整形外科・脊椎外科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科 

形成外科、泌尿器科、脳神経外科､精神科、麻酔科､呼吸器内科、 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、神経内科、放射線科､病理診断科、歯科 

入院設備 ベッド数 440床 

救急指定の有無 有り 二次救急 24時間体制 

契約の概要 
当事業所と泉尾病院とは、利用者の健康管理について嘱託医師契約を締結して

おり、利用者に病状の急変があった場合直ちに対応していただくことが出来ます。 

 

 

 

http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/
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医療機関の名称 谷田歯科医院 

院長名 谷田 司幸 

所在地 大阪市大正区泉尾 1－８－１１ 

電話番号 ０６－６５５１－８６７７ 

医療機関の名称 あさの歯科医院 

院長名 浅埜 正人 

所在地 大阪市大正区三軒家東２－３－２４ 

電話番号 ０６－６５５１－２１１４ 

医療機関の名称 福森歯科クリニック分院 

院長名 村井 幹也 

所在地 大阪市福島区鷲洲１－７－３９ ハイグレードマンション１０番館１Ｆ 

電話番号 ０６－６４５９－７２８６ 

 

８ 非常災害時の対策 

非常時の対応 別途定める「消防計画」にのっとり対応を行います。 

消防署との     

協力関係 

大正消防署との間にホットラインによる非常通報装置を設置しており

非常時に備えています。 

平常時の訓練等  

防災設備 

別途定める「消防計画」にのっとり月 1回夜間および昼間を想定した

避難訓練を、利用者の方も参加して実施します。 

設備名称 有無等 設備名称 有無等 

スプリンクラー あり 防火扉・ｼｬｯﾀｰ あり 

避難階段 あり 屋内消火栓 あり 

自動火災報知機 あり 非常通報装置 あり 

誘導灯 あり 漏電火災報知機 あり 

ガス漏れ報知機 あり 非常用電源 あり 

カーテン蒲団等は防煙性能のあるものを使用しております。 

消防計画等 
消防署への届出日：令和 7年 1月 30日 

防火管理者：今村 太 

 

９ 当施設ご利用の際に留意いただく事項 

来訪・面会 

来訪者は、面会時間（原則、９：３０～１８：３０）を遵守し、必ずその都度職員に

届出てください。宿泊設備はありません。 

手土産などのお持ち込みは、疾病等の問題があるため利用者本人への物の

みとし、他の利用者への配布はご遠慮ください。利用者が管理できない場合

は、必ず職員までお申し出ください。 

又、アルコールは禁止いたします。 

外出 外出の際には必ず所定の届けを提出してください。 

嘱託医師以外の医療

機関への受診 
ご家族へご相談のもと、症状に応じて協力病院へ受診いたします。 

居室・設備・器具の 施設内の居室や設備、器具は本来の用法にしたがってご利用下さい。これに
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利用 反したご利用により破損等が生じた場合、賠償していただくことがございます。 

喫煙・飲酒 喫煙、飲酒はできません。 

迷惑行為等 
騒音等他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮願います。また、 

むやみに他の利用者の居室等に立ち入らないようにしてください。 

所持品の管理 
所持品については、次項目 10を目安にした持ち物とし、持ち物にはすべて名

前を記入してください。 

現金等の管理 

原則、持ち込まないようにしてください。持参された現金等について 

は、利用者自身の責任において管理してください。紛失・盗難等、 事故の責

務は一切負いません。 

宗教活動・政治活動 施設内で他の利用者に対する宗教活動および政治活動はご遠慮ください。 

動物飼育 施設内へのペットの持ち込みや飼育はお断りします。 

 

１０ ご利用時にお持ちいただくもの 

滞在時の持ち物 

 

 

＊持ち物については 

必ず名前をフルネーム

で記入してください。 

 

 

＊クリーニングが必要

な衣類や高価な物品、

刃物などの危険物の持

込は控えてください。 

・介護保険被保険者証   

・医療保険証  【一式】 

・医療受給者証 

・身体障害者手帳 （所有している方） 

・一部負担金相当額等助成 （所有している方） 

・泉尾病院の診察券 （所有している方） 

・内服薬  【利用日数分】  

・内服薬の説明書  【最新のもの】 

タオル ３枚 施設にて用意していますが私物を 

使用されたい方 バスタオル  ２枚 

肌着（上・下） ３組  

靴下 ３足  

日常着(上下) ３組  

寝巻き  必要な方 

パジャマ  必要な方 

履き慣れた上履き １足 歩きやすい靴 

洗面用具 １式 
歯ブラシ､歯磨き粉、コップ 

男性は、電気カミソリ 

日用品  目覚まし時計やﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰなど 

その他必要物品  ご本人が常時使用しているもの等 

 

１１ キャンセル料 

利用期間中 キャンセル料は発生いたしません。 

利用開始前２日まで 食事代１日分の  ２０％をいただきます 

利用開始当日 食事代１日分の １００％をいただきます 
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１２ 事故発生時の対応      

事業所は事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じます。 

（1） 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生防止のた

めの指針を整備します。 

（2） 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、

その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備します。 

（3） 事故発生防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行います。 

（4） 安全対策担当者   鵜瀬 智美 

 当事業所が利用者に対して行う短期入所生活介護サービスの提供により、事故が発生した場合

には、速やかに市町村・利用者の家族・居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措

置を講じます。尚、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。 

 

１３ 緊急時の対応 

    短期入所生活介護サービスの提供中に容体の変化等があった場合は事前の打合せにより 

下記の主治医又は親族等へ連絡いたします。 

主治医 
 

 

病院名 
 

 

住所 

 

〒 

 

電話番号  

 

Fax 番号  

 

   ＊なお、急変時は済生会泉尾病院に搬送し、救命処置を依頼します。 

 緊急時、あらかじめ利用者の指定する下記連絡先に対し直ちに連絡します。 

連絡先氏名 
 

 

住所 
〒 

 

電話番号  

 

携帯番号  

 

 

１４ 苦情申立先 

［事業所の窓口］ 

大正園 

所在地 大阪市大正区北村３－４－３ 

電話番号 ０６－６５５２-３３２３ 

FAX番号 ０６－６５５２-３８６１ 

受付時間 午前１０時～午後５時 

［区の窓口］ 

大正区保健福祉課 

介護保険グループ 

所在地 大阪市大正区千島２－７－９５ 

電話番号 ０６－４３９４－９８５９ 

FAX番号 ０６－６５５３－１９８６ 

受付時間 午前９時～午後５時３０分（土日祝は休み） 
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［公的団体の窓口］ 

大阪府国民健康保険

団体連合会 介護保

険室介護保険課 

所在地 
大阪市中央区常盤町１-３-８ 

中央大通りＦＮビル内１１階 

電話番号 ０６－６９４９－５４１８ 

受付時間 午前９時～午後５時（土日祝は休み） 

［市の窓口］ 

大阪市福祉局高齢者

施策部介護保険課 

指定・指導グループ 

所在地 
大阪市中央区船場中央３-１-７-３３１ 

（船場センタービル 7号館 3階） 

電話番号 ０６－６２４１－６３１7 

受付時間 午前９時～午後５時３０分（土日祝は休み） 

＊フロア入口など、館内 3 箇所に『大正園ご意見箱』を設けています。気づいた事をお書入れ下さい。 

 

１５ 苦情体制について 

 社会福祉法第 82 条の規定により、当事業所では利用者からの苦情に適切に対応する体制を整え

ています。これにより苦情解決に努めていきます。 

1. 苦情解決責任者          鵜瀬 智美 

2. 苦情受付担当者          今村 太 ・ 近澤 久美 

3. 第三者委員              小森 つき子 

4. 苦情解決の方法 

（1） 苦情の受付 

     苦情は面接、電話、書面、などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。尚、第三者委員に

直接苦情を申し出ることもできます。 

（2） 苦情の受付の報告・確認 

     苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員（苦情申出人が第三者 

     委員への報告を拒否した場合を除く）に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、 

     苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。 

（3） 苦情解決のための話し合い 

     苦情解決責任者は苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦情申 

     出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。なお、第三者委員の立会い 

     による話し合いによるか求めることができます。  

 

１６ 提供するサービスの第三者評価の実施状況について 

実施あり 実施年月日 令和   年   月   日 

評価機関名称 

 

結果の開示 □ あり           □ なし 

実施なし  現在、第三者評価を実施しておりませんが、提供するサービスの質の向上を図るために

当施設では、大阪市自主点検表の確認と半年に一回、自己評価を実施しています。  

 

１７ 高齢者虐待防止について 

事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じ

ます。 
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(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会を 3月に 1回程度、定期的に開催するともに、その

結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ります。 

(2) 事業所における虐待防止のための指針を整備します。 

(3) 虐待を防止するための研修等を通じて、職員の人権意識の向上・知識や技術の向上に努め

ます。 

(4)  前 3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置します。 

(5) 個別支援計画の作成など適切な支援の実施に努めます。 

(6) 従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、従業者が利用者等

の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。 

 

１８ 身体的拘束等原則禁止について 

(1) 事業所は、サービスの提供にあたり、当該利用者又は他の利用者などの生命又は身体を保

護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為

は行いません。 

(2) 事業所は前項の身体的拘束等を行なう場合には、次の手続きにより行ないます。 

身体的拘束廃止委員会を設置します。 

「身体的拘束に関する説明書・経過観察記録」に身体的拘束等に係る態様及び時間、その

際の利用者の心身状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。 

 

１９ 衛生管理について 

 (1)  事業所は、利用者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管

理に努め、又は衛生上必要な措置を講じるとともに、医薬品及び医療器具の管理を適正に行

います。 

2 事業所は、感染症又は食中毒が発生し、又は蔓延しないように次の各号に掲げる必要な措置

を講じます。 

（2） 事業所における感染症及び食中毒の予防及び蔓延の防止のための対策を検討する委員会を

1月に 1回程度、定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に

周知徹底を図ります。 

（3） 事業所における感染症及び食中毒の予防及び蔓延の防止のための指針を整備します。 

（4） 事業所において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及び蔓延の防

止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 

（5） 前 3号に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症及び食中毒の発生が疑われ

る際の対処等に関する手順に沿った対応を行います。 

 

２０ 業務継続計画について 

 (1) 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定短期入所生活介護サ

ービスの提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計

画（以下「業務継続計画」という）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。 

(2) 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定

期的に実施します。 

(3) 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の見直しを行

います。 
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２１ ハラスメント対策について 

  ハラスメントに対するために次に掲げる措置を講じます。  

(1) 暴言・暴力・ハラスメントに対する組織・地域での適切な対応を図ります。  

(2) 職員に対する暴言・暴力・ハラスメントを防止し、啓発・普及するための研修を実施しています。  

(3) 暴言・暴力・ハラスメント行為が利用者やその家族から、職員に対してあった場合には 解約す

るだけでなく、法的な措置とともに損害賠償を求めることがあります。  

 

 

【具体的な暴言・暴力・ハラスメントの例】 

   暴力又は乱暴な言動  ・殴る ・蹴る ・物を投げつける ・刃物を向ける 

 ・怒鳴る ・奇声や大声を発する など  

ハラスメント行為     ・不必要に体を触る 手を握る ・腕を引っ張り抱きしめる  

・卑猥な画像や動画を繰り返し見せる など  

その他            ・職員や他者の個人情報を求める ・ストーカー行為 など 

 

２２ 個人情報保護方針及び当施設での利用者個人情報の利用目的について 

  別添資料参照 

 

 

私は､本書面に基づいて事業所の職員 

(職名  生活相談員  氏名               印)から上記重要事項の説明を受け同意したこ

とを確認します（利用契約における、事業所使用の際の留意事項を含む）。 

 

  令和    年    月    日 

 

利用者 住所  

 

 氏名                         印 

 

利用者の家族等 住所  

  

氏名                          印 

 

 続柄      

 

利用者の家族等 住所  

  

氏名                          印 

 

 続柄      

 


